
【速記録】 

○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 

 質疑順序変更に配慮いただいたことを感謝申し上げます。 

 十一日に閣議決定された労働者派遣法案は、派遣労働は臨時的、一時的という大原則を

覆すもので、今日は内容についての議論は入りませんが、閣議決定に至った過程について

絞って議論したいと思います。 

 ＩＬＯの諸条約では、フィラデルフィア宣言を始めとして数多くの分野で労使参加とい

う原則にしております。日本は、ＩＬＯ条約第八十八号条約を批准をしているわけです。 

 まず確認ですが、公労使三者構成の原則は何のためのものか、御説明ください。端的に

お願いします。 

 

○政府参考人（岡崎淳一君） 労働関係の制度につきましては、働く現場の実態を知って

いる労使の方々の意見を聞きながら議論を進めていく、これが必要だと、こういうことで

三者原則があるというふうに理解しております。 

 

○小池晃君 ところが、今回の派遣法の議論の仕方を見ますと、産業競争力会議や規制改

革会議で先行した議論が行われて、閣議決定で既成事実化していくと、こうした議論の進

め方については、労働側から三者構成主義に反するという指摘が再三行われているわけで

あります。 

 八月の部会で労働側は、雇用労働問題はＩＬＯで定める三者構成の労政審で扱うべきだ、

労働代表が入らない場で決めた規制改革実施計画を閣議決定するなと発言をしております。

九月にも、施行もされていない申込みみなしを廃止も含めて議論すると規制改革会議で議

論していると、行政府の在り方として問題だというふうに指摘をしている。ところが、十

月も十一月も会議では規制改革会議の意見が報告されて資料配付がされているわけですね。 

 大臣、派遣法をめぐる今回のこの議論の過程というのは、私は、公労使三者構成で合意

形成するという点で労働側が指摘するような問題があったと思うんですが、大臣は問題が

あったと思われませんか。 

 

○国務大臣（田村憲久君） 規制改革会議を含めいろんな場でいろんな議論がなされてお

るのは承知をいたしております。 

 その上で、今般、労働者派遣法の改正に向かっては、労働政策審議会の中の部会におい

て御議論をいただいて、そこは三者構成でございますので、その中での御議論において今



回の法案提出をさせていただいたわけでございますので、いろんな御議論はいろいろなと

ころでやられておられると思いますけれども、政策としてそれを決定をするに当たっては

三者構成の下で議論をいただいたということであります。 

 

○小池晃君 いや、大体そういうレール引いちゃってから部会でやりましたって、こうい

うやり方で労働側、私納得できないと思いますよ。 

 しかも、オブザーバー参加ということをやったわけですね。労政審の職業安定部会労働

条件分科会で、過去にオブザーバー参加した例、紹介してください。 

 

○政府参考人（岡崎淳一君） 需給部会でよろしゅうございますか。 

 需給部会につきましては、平成十四年当時、平成十五年の労働者派遣法改正の審議の際

にもそれぞれ労働側、使用者側、一名ずつのオブザーバーに参加していただいております。 

 

○小池晃君 オブザーバー参加認めたのは過去一回だけで、異例のことなわけです。しか

も、派遣業界の代表を入れたわけです、今回ね。そして、その会議ではそのオブザーバー

が労働側の主張への反論の先頭に立って何度も何度も発言をしている。報告書の中にも、

直接の利害関係を有する派遣元事業主が非常に多くの発言を行うなどバランスに懸念があ

ったと、そう記載されているわけですね。 

 衆議院では、大臣が政治連盟新労働研究会から五十万円の寄附とパーティー券十四万円、

計六十四万円の政治献金を受け取っていることが指摘をされております。 

 その政治連盟新労働研究会の母体である日本生産技能労務協会が昨年七月に要望書を大

臣に提出した、今日お配りをしている資料の一ページから四ページ目です。その中に直ち

に実現していただきたい事項というのがあって、需給調整部会に派遣元事業主の代表を参

加させることとあって、それが直ちに実現をして、八月三十日からオブザーバー参加して

いるわけですよ。 

 大臣、事実経過はこのとおりで間違いないですね。 

 

○国務大臣（田村憲久君） まず、事実経過としては、大臣になってからはいただいてお

りません。 

 そのようなお金はいただいていないということでございます。それだけであります。 

 

○小池晃君 それ以外の事実経過を。 



 

○国務大臣（田村憲久君） いろんな方々が要望には来られております。労働組合の方々

も来られれば、いろんな団体の方々も来られるわけでありまして、事立ててこの団体だけ

の要望を聞いているわけではありません。 

 

○小池晃君 ところが、この要望書の二ページ目の一番下から三ページにかけて、例えば

一番、登録型派遣及び製造業派遣を禁止したり、規制強化しないこと。二、特定労働者派

遣事業については、一般労働者派遣事業と同じ規制を行うこと。三、派遣可能期間の制限

については、業務ごとの制限でなく、個々の派遣労働者ごとの就労期間の制限とすること。

ただし、派遣元において無期雇用の労働者については、就労期間の制限を設けないように

することと書かれている。 

 厚労省に聞きますけれども、今私が紹介をした項目はほとんどそのまま今回の法律に入

っていますよね。 

 

○政府参考人（岡崎淳一君） 先生御指摘の項目はそうでありますが、それ以外の項目に

つきまして、意見書どおりにはなっていない部分も多々あるというふうに理解しておりま

す。 

 

○小池晃君 一〇〇％同じだったら大変なことなんですよ。根幹部分ほとんど入っている

わけですよ、これが。 

 私、三者構成主義の原則に反して労働者代表が入らない規制改革会議でどんどん方針決

めて、閣議決定して、それが資料として配付される中で部会の議論が行われ、そして部会

の座長は派遣労働自由化を求める業界の主張に沿った有識者報告を取りまとめた、座長が

その張本人ですよ。そして、派遣業界代表を異例のオブザーバーとして参加をさせて、そ

してそのオブザーバーが繰り返し繰り返し労働側に反論する。結果として、業界団体の中

心的要求丸ごと盛り込まれた法案が出てきた。 

 大臣、この経過を見れば、これは利害関係者による利益誘導だと言われても仕方がない

んじゃないですか。労働側がこぞってこれ怒っているのは当然だと思いませんか。 

 

○国務大臣（田村憲久君） この労働者派遣法の問題は長い経緯がございます。以前の改

正のときからの経緯がある。このときに、自民党、公明党、それからみんなの党、それぞ

れの主張というのがあったわけであります。 



 でありますから、その経緯の流れの中において、政権交代も行われた中においていろん

な動きがあるというのは確かであろうと思いますが、その団体から要望をいただいて、そ

れを私が即座に実現したようなことはあり得ないわけでありまして、そこは、今局長から

も話がありましたが、いろんな要望があって、かなえられていない要望もあります。それ

は、それに沿った要望もあります。でありますから、そこは労働政策審議会需給調整部会

の中において御議論をいただいて、いろんな御議論があった中で最終的に決定をされたと

いうことでございますので、決して、委員が何らかのストーリーを作られようとしておる

のかも分かりませんが、そのような事実はございません。 

 

○小池晃君 これはストーリーじゃなくて、誰だってこういう経過を見たらおかしいと思

いますよ、これ。これって、今までのやり方から見てやっぱり異常なやり方だと私は思う。 

 しかも、このオブザーバーの一人が青木秀登さんという人ですが、この方はランスタッ

ド株式会社の執行役員です。これは、以前はアイラインという名前の企業でした。キヤノ

ン宇都宮工場の派遣切りで、キヤノンと共に違法な偽装請負をしていたと裁判で訴えられ

た業務請負会社の取締役だった人物ですよ。 

 アイラインというのは、これは労働組合の団交に応じないとか、安全協力費だという名

目でピンはねするとか、その額は年間八千万円という。労働者から支払を求められた経緯

もあるわけです。 

 キヤノンはこれ、和解に応じました。当時の請負労働者を直接雇用として、偽装請負に

ついて遺憾の意を表明した。 

 私、こういう企業の役員を議論に参加させたということ、大臣、これでも適切だと言う

んですか。 

 

○国務大臣（田村憲久君） いろんな観点からオブザーバーで入っていただいていると思

います。これは労使共に同数、オブザーバー入っていただいて、確かに使用者側のオブザ

ーバーの発言が当初多かったということで、これは座長からも、部会長からもそういう御

指摘をいただいて、その後は減っていっておるわけでございますので、公正に部会長の下

で、従った議論の中において、あくまでもオブザーバーですから参考意見、議決には参加

をいたしていないわけでありまして、最終的にこのような結論をいただいたということで

ございます。 

 

○小池晃君 もう内容入る前で、入口だけでこれだけ問題がある法案なんてそうめったに



あるものじゃないですよ。これ、私は、もう審議なんか入ったら大変なことになるという

ことを予告をさせていただきたいと思いますし、連合のホームページには生涯派遣、正社

員ゼロ社会につながるという指摘もある。もう全労連も連合もこぞって反対している。日

弁連の会長も会長声明で反対している。これは法案の撤回を求めておきたいというふうに

思います。内容の審議はまた改めてさせていただきたい。 


